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�������
����午後8:00
����サンセットビーチ周辺
����あり　※大変混雑します
������

　羽幌町観光協会 �0164-62-6666 

����������������������������

�������
����午前10:00
����天売港ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ周辺
　
������

　天売島観光案内所 �01648-3-5401 

�������	
�

��������
����午後4:30 受付・売店開始
����南3条通り道路 特設会場
����※雨天時会場変更
�����7月22日(水)
�������	
�羽幌町商工会内
　羽幌町商工会青年部 �0164-62-2009 

����������������

�������	��
����午後5:00 売店･ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ
����午後6:00 子ども盆踊り
����午後7:00 おとな盆踊り
　　　　午後9:00 終了予定
����はぼろバラ園周辺※雨天時会場変更
����あり　※大変混雑します
�������羽幌町商工会内
　羽幌町商工会青年部 �0164-62-2009 

����������������

�������	
����午前9:00
����焼尻港ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ周辺
　
������

　焼尻島観光案内所 �01648-2-3993 

��������������

�������	
��

���������	

�����午前9:30
����サンセットビーチ特設会場
����あり　※大変混雑します
������

　大会実行委員会受付 木村(役場内) 
　　�0164-68-7007 

����������������������������������

昨年好評だった、宝探しが今年は範囲を
天売・焼尻島に拡大して行われます。
夏休みは家族や仲間で天売・焼尻島で宝
探しに参加しよう！

����天売島観光案内所
　　　　焼尻島観光案内所
����前売：一般2,000円(現地購入2,500円）
������「ローソン」「セブンイレブン」「サン
　　　　　クス」「ぴあ取扱店」で販売中！
�������　役場商工観光課内　　　
　離島観光振興促進プロジェクト実行委員会
　　　                       　 �0164-68-7007

��������������
�����
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▼
天
売
だ
け
で
は
な
く
焼
尻
も
あ
り
ま

す
し
、
全
町
的
に
や
っ
て
い
る
事
業
で

も
あ
り
ま
す
の
で
総
合
的
な
部
分
で
判

断
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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▼
現
行
制
度
で
は
４
年
制
大
学
、
短
期

大
学
、
４
年
制
以
上
の
高
等
専
門
学
校

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
専
門
学
校
で
も

短
大
と
同
等
の
資
格
を
取
れ
る
専
門
学

校
等
が
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
の
で
、

調
査
を
し
ま
し
て
、
当
然
予
算
の
関
係

も
出
て
き
ま
す
の
で
、
総
合
的
に
考
え

て
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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▼
留
萌
開
発
建
設
部
へ
要
望
事
項
と
し

て
お
伝
え
し
ま
す
。
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▼
投
票
所
に
つ
い
て
は
、
定
め
ら
れ
た

人
数
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

の
で
、
減
ら
す
こ
と
は
難
し
い
で
す
。

こ
の
よ
う
な
意
見
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
伝
え
ま
す
。
事
務
に
つ
い
て
は
、
投

票
用
紙
の
交
付
間
違
い
な
ど
が
起
こ
ら

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
点
検
を
分

散
し
そ
れ
ぞ
れ
の
職
員
で
確
認
で
き
る

よ
う
に
配
置
し
て
い
る
状
況
で
す
。
期

日
前
投
票
が
増
え
て
い
る
状
況
も
理
解

し
て
お
り
ま
す
し
、
検
討
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
島
内
で
の
開

票
に
つ
い
て
は
、
投
票
の
内
容
が
分

か
っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
り
ま
す
し
、

開
票
作
業
を
行
う
に
は
、
市
街
地
区
と

同
様
に
あ
る
程
度
の
人
員
配
置
が
必
要

に
な
る
た
め
、
開
票
作
業
を
行
う
こ
と

は
難
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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▼
観
光
協
会
等
と
協
議
し
、
広
報
の
充
実

に
つ
い
て
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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▼
今
年
は
例
年
に
な
く
多
く
の
マ
ム
シ

が
捕
獲
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
お
り

ま
す
。
看
板
な
ど
を
掲
げ
て
マ
ム
シ
が

い
る
と
い
う
周
知
は
最
低
限
で
き
る
の

か
な
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
島
民
へ
の

噛
ま
れ
た
場
合
の
対
処
の
周
知
は
広
報

紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
、
あ
る
程
度
専

門
の
医
者
と
も
協
議
し
た
う
え
で
、
で
き

る
だ
け
早
い
段
階
で
で
き
た
ら
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
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は
じ
め
に
町
か
ら
、「
公
共

施
設
を
見
直
し
ま
す
」、「
ど

う
す
る
？
人
口
減
少
問
題
」、

「
離
島
地
区
投
票
所
の
統
合

検
討
」
に
つ
い
て
の
説
明
を

行
い
そ
の
後
、
意
見
交
換
を

行
い
ま
し
た
。

（
◆
印
は
参
加
者
の
発
言
内
容
、

▼
印
は
町
長
他
、
町
の
発
言
内
容

で
す
。
掲
載
の
都
合
か
ら
、
発
言

の
内
容
は
一
部
編
集
し
て
掲
載
し

て
い
ま
す
。）
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▼
港
湾
施
設
自
体
は
国
の
施
設

で
あ
る
た
め
国
と
相
談
し
て
今

の
現
況
を
変
え
る
こ
と
が
で
き

る
か
許
可
を
い
た
だ
く
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
関
係
者
と

も
相
談
し
な
が
ら
検
討
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
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▼
情
報
発
信
不
足
と
い
う
部
分
に
つ
い

て
は
、
今
お
話
を
聞
き
ま
し
た
の
で
い
ろ

ん
な
部
分
で
で
き
る
だ
け
み
な
さ
ん
の

理
解
に
努
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
採
用
の
機
会
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
内
部
で
も
ど
の
よ
う
な
人
材
が
必
要

な
の
か
、
３
年
間
と
い
う
雇
用
期
間
は
あ

る
の
で
す
が
、
残
っ
て
い
た
だ
け
る
た
め

の
こ
と
も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
方
が
島
に
住

ん
で
か
ら
３
年
後
何
を
し
て
い
く
の
か
、

こ
れ
は
こ
ち
ら
か
ら
押
し
付
け
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
地
域
か
ら
の
支
援
、

理
解
を
し
て
い
た
だ
く
よ
う
な
取
組
み

も
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
情
報
交

換
し
な
が
ら
や
っ
て
い
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
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道
道
で
す
か
ら
、
道
の
羽
幌
出
張

所
へ
も
今
出
た
話
を
伝
え
ま
し
て
、

な
る
べ
く
サ
イ
ク
ル
の
早
い
形
で
草

刈
り
を
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
お
願

い
を
し
て
お
き
ま
す
。
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▼
人
口
減
少
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
る
と

い
う
こ
と
は
難
し
い
で
す
が
、
で
き

る
だ
け
減
少
す
る
幅
を
少
な
く
と
い

う
考
え
で
、
各
団
体
の
意
見
を
聞
き

な
が
ら
共
通
認
識
の
中
で
、
ま
ず
は

こ
の
５
年
間
を
ど
の
方
向
に
向
か
っ

て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
こ
の
戦

略
の
中
で
や
っ
て
い
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
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今
後
、
気
を
つ
け
た
い
と
思
い
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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▼
個
人
的
に
は
日
に
ち
が
浅
い
の
で
、
ま

だ
何
と
も
言
え
ま
せ
ん
が
、
北
海
道
そ
れ

か
ら
国
の
レ
ベ
ル
、
離
島
振
興
協
議
会
が

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
の
中
で
色
々
取
り

組
み
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
先

ほ
ど
の
人
口
問
題
に
し
て
も
そ
う
で
す
し
、

様
々
な
問
題
を
そ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
ま

す
の
で
、
大
変
難
し
い
問
題
で
あ
る
の
と
、

そ
れ
か
ら
、
地
方
創
生
の
部
分
で
は
一
番

力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
発

想
で
動
い
て
い
る
段
階
で
す
の
で
、
ご
理

解
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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▼
現
在
は
や
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
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検
討
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
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▼
十
分
だ
と
思
い
ま
せ
ん
が
、
体
が
空

か
な
い
状
況
で
す
。
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▼
震
災
前
に
出
た
も
の
が
今
配
布
し
て

い
る
も
の
（
町
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
）
で
す

が
、
震
災
が
起
き
た
後
に
北
海
道
で
再
調

査
を
か
け
て
い
ま
す
が
、
道
の
発
表
が
遅

れ
て
い
る
状
況
で
、
町
全
体
の
防
災
計
画

自
体
も
避
難
所
の
あ
り
方
も
含
め
ま
し

て
、
道
か
ら
示
さ
れ
た
段
階
で
、
そ
う

い
っ
た
部
分
も
付
加
し
な
が
ら
、
新
し
い

も
の
を
作
り
た
い
と
動
い
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

地
域
振
興
課
広
報
広
聴
係

�
 
6
８
・
７
０
１
３
（
課
直
通
）

【�
�
�
�
】

　

市
街
地
区
の
町
政
懇
談
会
も

残
す
と
こ
ろ
２
箇
所
と
な
っ
て

い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
ご
参
加

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
時
・
場
所　

�
７
月　

日
（
火
）
午
後
7
時

14

　

中
央
集
会
所

�
７
月　

日
（
水
）
午
後
7
時

15

　

築
別
老
人
寿
の
家



�������	
������������������
�������	
�����������������

�������	
����

マイナンバー制度は、住民票をお持ちの全ての方に、１人ひとり異な
る12ケタの番号を付けることによって、社会保障や税、災害対策の分
野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同じ
人の情報であることを正確に確認するために導入される制度です。

��������	
�����

国の行政機関や地方公共団体などで、年金や雇用保険、医療保険の手
続き、生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続
きといった法律に定められた事務に限り利用されます。

◆●

◆●

�������	
���������

��������	


・平成27年10月に、皆さんにマイナンバーをお知ら
せする「通知カード」が配布されます。
・その後、平成28年１月から、マイナンバーの利
用と「個人番号カード」の交付（申請者のみ）が
開始されます。

��������	


・皆さんにマイナンバーを通知するためのカード
です。
・券面には、「氏名、住所、生年月日、性別」の
基本４情報と、マイナンバーが記載されています。
・通知カードは、住民票を有する全ての方に送ら
れますが、身分証明書として利用することはでき
ません。
��������	
��

・個人番号カードは、券面に基本４情報とマイナン
バー、本人写真などが記載されます。
・通知カードが送付された後に、顔写真とともに申
請することで、平成28年１月以降に交付を受ける
ことができます。
・個人番号カードは、身分証明書として利用できる
ほか、カードのＩＣチップに搭載された電子証明
書を用いて、ｅ－ＴＡＸ（イータックス）をはじめ
とした、各種電子申請に利用することができます。

��������	
���

大きく分けて、次の3つの効果が期待されています。

����������	
�����
（公平・公正な社会の実現）
・マイナンバーの活用により、所得や他の行政サー
ビスの受給状況を把握しやすくなります。
・負担を不当に免れることや、不正な受給の防止に
役立ちます。
・本当に困っている方にきめ細かな支援ができます。

����������	
��
（住民の利便性の向上）
・年金や福祉などの手続きの際に、用意しなければ
ならない書類が減ります。
・これにより、行政手続も簡素化され、住民の負
担が軽減されます。

����������	
��
（行政の効率化）
・行政事務が効率化され、手続きがスムーズになり
ます。
・被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用す
ることで、迅速な行政支援が期待できます。

��������	
�������

���������	
�����  0570-20-0178
　　午前9:30～午後5:30（土日祝日・年末年始除く）

�お問い合わせ　総務課情報管理係　� 62-1211

マイナンバーキャラクター
「マイナちゃん」です

個人番号カード（イメージ）

(例)・児童手当の現況届の際に役場へマイナンバーを提示
　  ・厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示
　  ・勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票などに記載
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浄
化
槽
を
使
用
さ
れ
て
い
る
方
は
、

�
保
守
点
検

�
清
掃

�
法
定
検
査

の
３
つ
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成　

年
度
の
浄
化
槽
法
定
検
査
を
、

27

北
海
道
知
事
指
定
検
査
機
関
（
公
益
社

団
法
人
）
北
海
道
浄
化
槽
協
会
で
次
の

日
程
で
実
施
し
ま
す
。

　　

法
定
検
査
は
、
保
守
点
検
や
清
掃
等

の
維
持
管
理
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る

か
、
浄
化
槽
の
機
能
が
十
分
発
揮
さ
れ

て
い
る
か
な
ど
を
確
認
す
る
大
変
重
要

な
検
査
で
、
浄
化
槽
法
で
全
て
の
浄
化

槽
に
対
し
て
受
検
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
の
で
、
必
ず
受
検
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
法
定
検
査
を
受
け
な
い
場
合
は

罰
則
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　浄化槽のいろいろな装置が正常に働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、
浄化槽内の汚泥の状況確認、消毒剤の補充などを行います。
　保守点検は専門的な知識や技術、経験が必要ですので、北海道知事の登録を受け
た業者に依頼してください。詳しくは、お問い合わせください。
※点検回数は、家庭用の小型合併処理浄化槽では４ヶ月に１回以上行うよう定めら
れています。（保守点検の回数は、浄化槽の大きさや処理方式によって異なります。）�

�浄化槽の保守点検とは？

�浄化槽の清掃とは？
　浄化槽に流れ込んだ汚水は、浄化処理の過程で必ずスカムや汚
泥といった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄
化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原
因になりますので、浄化槽内部の汚れを洗浄しながら溜まった汚
泥を抜き取る清掃が必要です。清掃は、羽幌町外2町村衛生施設
組合から浄化槽清掃業の許可を受けた業者に依頼してください。

��������町民課環境衛生係 � 68-7003（課直通）
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�
】

 �
北
海
道
浄
化
槽
協
会
旭
川
事
務
所

　
　
 �
（
検
査
の
案
内
）

 �
浄
化
槽
管
理
者

　
　
 �
（
電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
申
込
）

 �
北
海
道
浄
化
槽
協
会
旭
川
事
務
所
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条
検
査
（
毎
年
１
回
の
「
定
期
検

11
査
」）
で
は
、
放
流
水
の
汚
れ
の
状
態
を

Ｂ
Ｏ
Ｄ
で
確
認
し
、
浄
化
槽
の
処
理
状

況
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
の
で
、
結
果
が

届
い
た
ら
比
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

�
�
�
��
�
�

　

川
の
汚
れ
や
排
水
な
ど
水
の
汚
れ
の
度
合

い
を
示
す
指
標
の
一
つ
。
水
質
が
悪
い
と
Ｂ

Ｏ
Ｄ
の
値
は
高
く
な
り
ま
す
。

法改正により、単独浄化槽の新設は原則禁止され、また、現在使
用している方は下水道への接続が必要です。
(下水道区域外の場合は合併浄化槽への転換が必要です。）



�お問い合わせ　福祉課
国保医療年金係 � 68-7004 (課直通)

�������	
��
����������	
��������

�������	
��
　現在ご使用の保険証の有効期限が平成27年7月31日をもって満了
となるため、8月以降は使用できなくなります。
　7月中に新しい保険証(有効期限：平成28年7月31日)を交付しますの
で、お手元に届きましたら、オレンジ色の保険証をご使用ください。

�������������	
��������������	
　現在ご使用の減額認定証の有効期限が平成27年7月31日をもって
満了となるため、8月以降は使用できなくなります。
　引き続き交付対象に該当する方は7月中に新しい減額認定証(有効
期限：平成28年7月31日)を交付しますので、8月1日からはピンク色の
減額認定証をご使用ください。
　新たに必要となる方は次の交付要件に該当することをご確認の上、
申請してください。
��������	
�・・・次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方

世帯全員が住民税非課税である方　���

世帯全員が住民税非課税である方のうち、
次のいずれかに該当する方

　���

　世帯全員の所得が０円の方
　(公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方)

　老齢福祉年金を受給されている方

�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�������	


�������	
��������
　現在、未就学児・小学生に受給者証を交付し、北は初山別村から南は留萌市の医療機関で使用でき、そ
の他の医療機関では使用できず助成も後日申請により行っています。
　変更後は助成対象者全員（中学3年生まで）に受給者証を交付し、北海道内の医療機関で������
��������	
����になります。

�������
�
�
�

���������	


�������	
�

�����������

�������	
���������������������

�������
�
�
�

����������	


※��������	
��
�������	
����

※�������	
���
�������	
���や、
　�������	

��
��は、�������	
��
����、後日役場での払い戻し
　手続きをお願いします。また、
　重度・ひとり親の受給者証をお
　持ちの方は従来どおりの手続
　きをお願いします。

�お問い合わせ　北海道後期高齢者医療広域連合 � 011-290-5601　
　　　　　　　　福祉課国保医療年金係 � 68-7004 (課直通)



      

図
参
照
）。

　

特
定
健
診
と
同
等
の
検
査
を
受

け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
特
定

健
診
と
し
て
受
診
し
、
よ
り
具
体

的
な
身
体
の
変
化
を
知
る
た
め
の

検
査
を
追
加
し
て
受
け
て
い
た
だ

く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

病
気
の
重
複
や
治
療
中
の
病
気

の
悪
化
予
防
と
し
て
、
本
制
度
を

ご
活
用
い
た
だ
き
、
健
康
的
な
生

活
を
維
持
で
き
る
よ
う
一
緒
に
考

え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
先
月
号
で
健
診
受
診
率

が
全
道
・
管
内
と
比
較
し
て
も
低
い

状
況
で
あ
る
こ
と
を
お
伝
え
し
ま

し
た
が
、
こ
の
情
報
提
供
に
よ
っ

て
、
特
定
健
診
受
診
へ
と
代
え
る

こ
と
が
で
き
、
町
の
特
定
健
診
受

診
率
ア
ッ
プ
に
も
繋
が
り
ま
す
。

通
院
中
の
方
で
、
特
定
健
診
の
受

診
予
定
の
無
い
方
は
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す（
特
定
健
診
を
受
診
さ

れ
る
方
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
）。

月
号
で
は
、「
年
に
一
度
は

健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
」
と

ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で

の
特
定
健
診
の
未
受
診
者
の
状
況

把
握
よ
り
、「
病
院
へ
定
期
受
診
し

て
い
る
か
ら
健
診
は
受
け
な
い
」と

い
う
方
が
多
い
こ
と
が
分
か
っ
て

い
ま
す
。

　

定
期
的
に
医
療
機
関
で
検
査
等

を
行
い
、
医
師
等
か
ら
の
指
導
を

受
け
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
心
配
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
健
診
は
病
気
を

予
防
す
る
た
め
に
、
医
療
機
関
で

は
「
異
常
な
し
」
と
さ
れ
る
段
階
か

ら
、
自
分
の
身
体
の
変
化
を
知
っ

て
、
生
活
習
慣
病
等
の
病
気
に
な

ら
な
い
た
め
に
、
生
活
を
見
直
す

チ
ャ
ン
ス
と
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
今
年
度
よ
り
、
国
保
に

加
入
さ
れ
て
い
る
道
立
羽
幌
病
院
・

加
藤
病
院
の
定
期
通
院
者
で
、
特

定
健
診
と
同
等
の
検
査
を
行
わ
れ

て
い
る
方
の
う
ち
、
情
報
提
供
に

同
意
さ
れ
た
方
の
検
査
結
果
等
を

提
供
し
て
い
た
だ
き
、
病
院
と
町

で
連
携
し
皆
さ
ん
の
健
康
を
支
援

し
て
い
く
事
業
を
開
始
し
ま
す（
下

�

�������������	
��

��������	
����������
��道端 株子(保健師)

�������	
��

�������	
�������	
��

����
�������	
����

定期通院者の情報提
供に同意する旨連絡

���

必要書類（情報提
供書・質問票兼
同意書）の送付

���

����必要書類を提出
���

検査データ等の情報提供���
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�
�
�
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���

※血液検査・尿検査で不足項目
があると、特定健診受診をお勧
めされる場合があります。

年度内検査データの確認���

��������	
�����

� 62-6020/FAX 69-2040 



����������

� �

�

�

�　平成27年度春の叙勲(消防功労)で天売島の竹中司

さんが瑞宝双光章を受章され、役場町長室で伝達式が

行われ、羽幌町から受章の記念品として額縁を贈呈し

ました。竹中さんは昭和33年度に羽幌町天売消防団

に入団、59年度に班長を勤めたのを皮切りに分団長、

副分団長を歴任。平成6年度から10年間にわたり団長

を務め、延べ46年間消防団員として地域の消防防災に

ご尽力された功績により今回の受章となりました。
(����)

�������	�
����天売島と焼尻島で子どもから

大人まで地域のみなさんも参加して行われる島民大

運動会が開催されました。前日は雨で、1日順延して

の開催となりました。少し肌寒い感じでしたが、たく

さんの島のみなさんが集まり、工夫を凝らした競技に

声援や笑いに包まれた楽しい一日になりました。
(���)

�　公民館事業で「いちご狩り」を体験しました。参

加者は、ほっとクラブ、こぐま児童会、いちい大学の

児童、学生で総勢115名。ハウスの中へ入った途端

「わぁ、赤い」「すごくたくさんなってる」と大はしゃ

ぎでした。(���)

�　第5回はぼろ甘エビまつりが開催され2日間で5万

人が来場しました。甘エビの販売所前には長蛇の列が

できて、用意した12トンを完売しました。(�������)

��������	
�	�����������	�	

�������	
��



�����������	
�������

��������	
����

　一定以上の所得がある方は、サービスを利用したときの負担割合が1割から２割に変わります。

�����

�������	
の方は2割負担収入が年金のみの方

�������	
����の方は2割負担年金以外に収入がある方

��������	
������������

　特別養護老人ホームの多床室に入所する課税世帯の方などは、室料相当の額を負担してもら

うことになります。(町立しあわせ荘の場合は、1日あたり370円から840円となります。）

�������	
��������������	


��������	
�������

　1ヵ月に支払った利用者負担が、一定の上限(自己負担限度額)を超えたときは、超えた分が申請によ

り払い戻されます。

※福祉用具購入費や住宅改修費、食費・居住費等の対象外となる経費もあります。

※対象者には、申請書を添えてご案内していますので、必ず申請書を提出してください。
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　　　　44,400円※注1
37,200円

現役並みの相当所得
（課税所得が145万円以上）

　　　　37,200円一　般

　　　　24,600円24,600円市町村民税世帯非課税等

　　　　15,000円15,000円年金収入80万円以下等

※注1　収入によっては申請により「一般」扱いになる場合があります。対象者には7月上旬に順次申

請のご案内をいたしますので、必ず7月中に手続きされますようお願いします。
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　高額介護サービス費により、月ごとの払い戻しを受け負担軽減されているものの、それでもなお医

療費と合算したうえで、年単位でみた場合に負担が高額となっている世帯には、さらに負担軽減を図

る合算制度により払い戻しを行っています。

����������（すこやか健康センター内）健康支援課介護保険係 � 62-6020

[連載]　介護制度について○４ 



※ここに掲載されている飲食店等は、羽幌町からの補助金
(焼尻めん羊飲食店等購入事業)を利用して、焼尻めん羊肉
を購入し提供しているお店となります。

�お問い合わせ　農林水産課農政係　� 68-7008 (課直通)
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のぼりが目印
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　7月(一部除く)から町内9店舗で希少な焼尻めん羊肉をいろいろな料

理で味わうことができます。

　売り切れ次第終了となりますので、この機会にぜひご賞味ください。
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メニュー
は

羽幌町Ｈ
P
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絵本の読み聞かせをしています。
紙芝居や楽しい遊びもありますよ。気軽にご参加ください。
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����
堂場 瞬一　著

����
湊 かなえ　著

�������	

中山 七里　著

��
京極 夏彦　著

�������	
馳星周　著

����
今野 敏　著

�������	
��
赤川 次郎　著

�������	
���������
大前 研一　著

�������	
�������
水島 朝穂　著

��������	
��
高橋 源一郎　著

�������
�������	
�����
原 晋　著

�������
おかべたかし 文／やまでたかし 写真

�������	

みずの よしえ　作

�������	�����
おの りえん　作

��������
林木林　文／山村浩二　絵

�������	
五味 太郎　作　

�����
エアーダイブ　作・絵

�������	
�����
岡田 千晶　作

��������	
�
中沢 美帆　作　

�������	
��
レオニート・チシュコフ　作

�������	
����
川端 誠　作

����
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　「チュン」と鳴くことに飽きてしまっ
た茶色い小鳥は、へんてこりんな歌を
思いつき、鳴いてみました。いい感じだ
と思ったのですが、真面目なカラスに
怒られて・・・。へんてこな鳴き方をおぼ
えたおかしな小鳥のおはなし

　ある町で突如発生した連続通り魔
殺人事件。所轄の刑事・中島と捜査一
課の女刑事・小橋は"コートの男"を追
う。しかし事件は、さらなる悲劇の序
章に過ぎなかった。

�������������� ���������������	����

��������	
中村　文則　著 ／ 毎日新聞出版

�������
ｱﾝﾄﾜﾈｯﾄ・ﾎﾟｰﾃｨｽ 作 ／ あすなろ書房
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� 0164-�������	
��
� c-kouhou@town.haboro.lg.jp

仮
面
ラ
イ
ダ
ー
ド
ラ
イ
ブ
に
夢
中
?

戦
い
ご
っ
こ
に
ハ
マ
っ
て
い
ま
す
。

��������くん (3才）
りょうたろう

父　太志さん
母　朋枝さん 
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� 0164-68-7013(課直通)
� ������������	�
����		�������
� ���������	�
�������������

�������	
����������������������������� !�"#$%&��"'�()*+�,

�������	
������������������������� �!"#$%�&'(���)*�+�,�-�

�������	
���������������������������	
������������

�������	
���������

���������������������	
���

　日本年金機構において、職員の端末に対する外部か
らのウィルスメールによる不正アクセスにより、当機
構が保有している情報の一部が外部に流出したことが
5月28日判明しました。このうち現時点において確認
されている個人情報は約125万件です。
　該当するお客様には、基礎年金番号を変更させてい
ただき、万全の対処を期す方針です。
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� 日本年金機構や年金事務所からお客様に電話するこ
とはありません。基礎年金番号に関するご連絡は、後日、
文書をお送りします。
� 日本年金機構からお客様にお金を要求することは一
切ありません。
�日本年金機構がお客様にＡＴＭの操作をお願いする
ことは一切ありません。
�お客様の個人情報（家族構成など）を確認すること
はありません。
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　焼尻郷土館の改修工事を実施します。
　工事期間中は一部見学できない部屋がありますが、
通常どおり開館しています。ご理解くださいますよう
よろしくお願いします。

�����６月18日(木)～９月30日(水）

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-1178

�������	
�����

　羽幌町では、「北海道民の食と運動」の実態を明らか
にするための調査を7月下旬から8月上旬の間に実施い
たします。当町の15～74歳の住民から無作為に選ばれ
た方々に、食事や運動などの生活習慣に関する調査票
をお送りして、調査へのご協力をお願いする予定です。
調査には道内の他の市町村も参加し、得られる結果は、
当町ならびに北海道の健康づくりの政策にとって非常
に重要なものとなります。調査対象に選ばれた方々に
は、趣旨をご理解いただき、ぜひともご協力ください
ますようお願いいたします。
　なお、本調査は北海道大学大学院医学研究科公衆衛
生分野との共同で実施いたします。

�������すこやか健康センター内
　健康支援課保健係 � 62-6020
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　ご自宅や職場などに日本年金機構や機構の職員を名
乗る電話がかかってきたら、迷わずご相談ください。

��������������	�� 0120-818211
�����午前8:30～午後9:00

�������	�� ＃9110
������� 62-1110

������

　北海道電力(株)羽幌営業所 � 62-1047
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　羽幌警察署並びに消防署から6月における各件数な
どのお知らせです。
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　　　0件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　0人)(　　　0人負 傷 者

������
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　　207件)(　　　33件救 急 出 動

　　206人)(　　　33人搬 送 人 員

　　　3件)(　　0件火 災 件 数

13千円)(　　0千円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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　8月7日（金）から8月9日（日）にかけ、羽幌町の姉
妹都市である石川県内灘町から姉妹都市交流訪問団が
来町します。今回は少年野球を通じて交流を深めるた
め、内灘町のチームも羽幌ロータリークラブ杯少年野
球大会に参加し真剣勝負をします。
　ぜひ、両チームに熱いご声援をお願いします。

���������	
������

��　8月8日(土）午前8:45～（開会式）
��　スポーツ公園A・B球場
�����　内灘マリナーズ
　　　　　　羽幌野球スポーツ少年団　ほか

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-1178

�������

　福祉課社会福祉係　 � 68-7004（課直通） 

　「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部
を改正する法律」に基づき戦没者等の遺族に対する特
別弔慰金（第十回特別弔慰金）が支給されることにな
り、償還額を年５万円に増額するとともに、５年ごと
に国債を交付することとしています。

�����　平成27年４月１日（基準日）において、
「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族
等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の
妻や父母等）がいない場合に、次の順番による先順位
のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で 
　１．平成27年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等
　　  援護法による弔慰金の受給権を取得した方 
　２．戦没者等の子 
　３．戦没者等の(１)父母(２)孫(３)祖父母(４)兄弟姉妹
　　  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているこ
　　　と等の要件を満たしているかどうかにより、順番
　　　が入れ替わります。　　
　４．上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族
　　（甥、姪等）※戦没者等の死亡時まで引き続き１
　　　年以上の生計関係を有していた方に限ります。
����　平成27年4月1日～平成30年4月2日
　
　※詳細はお問い合わせください

��������	
������



　平成２７年9月より5年に一度の国勢調査が実施されま
す。日本国内に住むすべての人と世帯を対象とする統
計調査です。今回の国勢調査では、インターネットを
使用したパソコン・タブレット・スマートフォンから
の回答も可能になりました。
皆さまのご理解とご協力を
お願いします。
※来月号では調査方法につ
いてお知らせいたします。

�������	
����

�������総務課情報管理係内
　国勢調査実施本部　 � 62-1211
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　男性にも自分の食事や料理に関心をもってもらうた
めの料理教室を開催します。普段料理をしない人もこ
の機会にご参加ください。

�����7月30日(木) 午前10:30～午後1:00
���すこやか健康センター
��　成人男性
����500円
��　食事や栄養に関する講話、調理実習(ヒレカツ丼、
　　三色ゆずポン酢和え、高野豆腐とふのりの味噌汁）
����　7月23日(木)
��　羽幌町食生活改善協議会

�������	
�すこやか健康センター内
　健康支援課保健係  � 62-6020

��������	
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� 羽幌町商工会　  � 62-2209

　ワンコイン商店街では参加事業所44店舗が店頭で選
り抜きの商品をワンコイン（100円・500円）で販売し
ています。子どもからお年寄りまで買い物を楽しも
う！スタンプラリーも同時開催します。

���7月18日(土)　午前10:00 ～午後3:00
�����　羽幌ターミナル通り振興会、エルロード
18商店振興会、羽幌中心街商店振興会、大通商店会など
の各商店
�������	先着118名
　　　　※5店舗のスタンプを集めて抽選に参加できます。

�������	
���������

�������中央公民館内
� 社会教育課体育振興係  � 62-1178

　夏休み恒例のラジオ体操会を今年も開催します。
　日ごろの運動不足解消に、朝の散歩やウォーキング
を兼ねて健康保持に、みなさんご参加ください。

���7月25日(土)～8月9日(日)�午前6:30から
　　　※雨天の場合は中止(各自で判断願います)
��　はぼろバラ園 / 羽幌町役場（議会横駐車場）

�������	
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�������中央公民館内
� 社会教育課社会教育係　  � 62-1178

　四季折々の俳句と、俳句のイメージにあった写真を
コラボして展示します。公民館大ホールのどん帳の夕
陽の原画も展示予定です。ぜひ、見に来てください。

���7月17日（金）～7月23日（木）
��　中央公民館展示ホール
���漁り火俳句会

�������	
���

�������厚生労働省
　北海道労働局賃金課 � 011-709-2311（内線3534） 

　「事業場内最低賃金（800円未満）の40円以上値上
げ」と「労働能率向上のための業務改善」を併せて
行った中小企業へ、業務改善に要した費用の１/２(30
人以下の事業場は3/4)を助成します。(上限額あり)　
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　羽幌警察署 � 62-1110
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昭和58年4月2日
から平成10年4月
1日までに生まれ
た方（現役高校3
年生から社会経
験豊富な32歳ま
での方）

大学（短期大学を除
く）等を卒業した方
（平成28年3月卒業見
込みの者を含む。）

男性   65名程度
女性   10名程度

A区分

Ａ区分以外の方
男性 160名程度
女性   30名程度

B区分

�������			7月1日(水)～8月26日(水)
�������			8月11日(火)～8月26日(水)
　　　　　　　　※電子申請は8月21日(金)まで
詳しくはお問い合わせください。
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※資格加点制度があります。
柔剣道有段者、中学卒業以後全国規模のスポーツ大会
への出場、語学、簿記、情報処理、小型船舶操縦士 等
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　年金の加入状況の確認、納付書や年金手帳の再発行
依頼など年金に係る相談を受け付けています。
��������	
�

　希望される方は、相談日の一週間前までにご予約く
ださい。（定員になり次第、締め切る場合があります）

���8月13日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室
�������	
　
　日本年金機構留萌年金事務所 � 0164-43-7211

����

　行政に関することでわからないことがあれば、お気
軽にご相談ください。相談内容の秘密は厳守されます。

��　8月12日(水) 　午前10:00～正午
��　役場1階 記者室
�������町民課総合受付係 � 68-7003 (課直通)

������

　住民のみなさんの心配ごとへの対応として、心配ご
と相談所を毎月1回開催しています。

��　8月21日(金) 　午後1:３０～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
������　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

����

　血圧測定、体重・体脂肪測定と個別に健康相談を行い
ます。

��　8月25日(火)　午前10:00～午前11:00
��　老人福祉センター
������　すこやか健康センター内
　 健康支援課保健係 � 62-6020

�������	


　年齢や障がいの種類、障害者手帳の有無は問いませ
ん。無料で相談できますので気軽にご利用ください。

��　毎週水曜日　午前9:00～午後5:00(祝日除く) 
��　スタジオ囲炉裏(羽幌町寿町2番地の5）
���������　
　NPO法人　ウェルアナザーデザイン
　� 0164-56-1662/080-5723-9264(携帯電話)



������　すこやか健康センター内
　 健康支援課保健係 � 62-6020
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　親子で参加できる子育て教室です。楽しい子育ての
輪、友だちの輪を広げませんか。

��　毎週火・金曜日　午前9:３０～午前11:00
��　すこやか健康センター
��　幼稚園・保育園に未入園のお子さんと保護者
��　保育士による手遊び ほか

�������������

健康センター午前9：30～苺くらぶ  3日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  6日(木)

健康センター午後0：30～3歳児健診  6日(木)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ17日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル20日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ24日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診27日(木)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ31日(月)

　町内の保健事業や子育て教室などの日程です。

�������	
�����

�������	
�すこやか健康センター内
　健康支援課地域包括支援センター室 � 62-6021
　担当　大平・上田・小笠

　日常的に体を動かす習慣や地域の皆さんと一緒に行
える場所があることで、関節疾患や転倒・骨折の予防や
軽減に繋がっていきます！これを機会に、羽幌町で行
う「いきいきライフ」に参加し、体づくり・仲間作り
をしましょう！

���65歳以上の要介護認定を受けていない方で、関
節疾患により転倒の経験やその不安があったり、日常
生活動作に何らかの支障をきたしている方
��　9月2日～11月25日までの毎週水曜日
　　　午後1:30～午後3:00
��　羽幌町総合体育館
��　ストレッチ・ふまねっと・ｺｵｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ　など
�����8月26日（水）

�������	
������

　���������	
���������

　ママさんがいろいろなことを学ぶ事ができる講座
を開催しています。興味のある講座に参加してみて
ください。メンバー募集中です。見学も可能です。

������　村上・竹中・工藤
村上 � 090-2052-3948
        � my－childhood－friend@docomo.ne.jp

�����

22日(水)「はぼろバラ園」で剪定のお手伝いをしてみよう！
�����

  5日(水)  「バラの花びら染め」や「バラのポプリ作り」を予定
　　　　　　(詳しい内容はＨＰでお知らせします。）

19日(水)  Let's夏野菜クッキング♪
��������

羽幌ままなびHP　http://www.c-sqr.net/c/cs32357/
Facebookページ　「羽幌ままなび」

������　羽幌保育園内
　 子育て支援センター　� 62-1656

　道立羽幌病院については土・日曜日及び祝日を含め、
救急診療を行っています。

������　加藤病院(南6条5丁目）  � 62-1005

�������	
��

�������	
���������

　中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）とは、ＭＥＲＳコロナウィ
ルスによる感染症です。感染経路は、咳による飛沫感染、体
液等に触れることによる接触感染等です。潜伏期間は２日
から１４日で、主な症状は、発熱、せき、息切れなどです。
�感染の疑いがある方が病院に受診することによって感
染が拡大する恐れがありますので、病院に受診する前に
必ず留萌保健所に相談してください。
����������������� ���������	��

��������	
�������������	��

�������	
���������
������

�３８℃以上の発熱及び咳があり、肺炎などが疑われる方で、発
症前１４日以内に対象地域（※）に渡航または居住していた方。
�発熱を伴う急性呼吸器症状（軽症の場合を含む。）がある方
で、発症前１４日以内に対象地域（※）で、医療機関に行かれた方、
ＭＥＲＳ患者との接触歴がある方、ヒトコブラクダとの濃厚
接触歴がある方。
�発熱または急性呼吸器症状（軽症の場合を含む。）があり、発
症前１４日以内に対象地域か否かを問わず、ＭＥＲＳが疑われ
る患者を診察、看護、介護していた方、ＭＥＲＳが疑われる患
者と同居（病室または病棟に滞在した場合を含む。）していた
方、ＭＥＲＳが疑われる患者の体液等に直接触れた方。

※対象地域：アラビア半島またはその周辺諸国

������　すこやか健康センター内
　 健康支援課保健係 � 62-6020

��������	
�����【 �������	
�����】

　

今
回
は「
高
血
圧
」の
お
話
で
す
。

日
本
人
で
は
推
定
4
0
0
0
万
人
以

上
、　

歳
以
上
の
半
分
、　

歳
以
上
で

40

70

は
8
割
に
の
ぼ
り
ま
す
。一
言
簡
単

に
言
っ
て
し
ま
え
ば
老
化
現
象
で
あ

り
、人
間
生
き
て
い
れ
ば
、眼
も
悪
く

な
り
ま
す
し
、動
き
が
鈍
く
な
っ
た

り
…
い
ろ
い
ろ
起
こ
る

の
と
同
様
に
、血
管
も
弾

力
性
が
な
く
な
り
硬
く

な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、全

身
に
血
液
を
流
す
時
に

心
臓
か
ら
圧
力
を
か
け

て
押
し
出
さ
な
い
と
流

れ
て
く
れ
な
く
な
る
の

で
す
。老
化
現
象
な
の
で

誰
し
も
が
い
ず
れ
遭
遇

す
る
も
の
で
す
か
ら
、そ

れ
を
怖
が
ら
ず
に
、で
も
全
く
無
視

せ
ず
に
、う
ま
く
つ
き
合
い
ま
し
ょ

う
。

　

病
院
に
受
診
さ
れ
て
い
る
方
は
、

医
師
か
ら「
家
で
血
圧
を
測
っ
て
く

だ
さ
い
」と
言
わ
れ
る
か
と
思
い
ま

す
。「
俺
は
測
ら
ね
え
！
」な
ん
て
怒

ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、こ
の

よ
う
に
医
師
が
説
明
す
る
こ
と
に
は

理
由
が
あ
り
ま
す
。血
圧
に
は
２
つ

（
北
海
道
立
羽
幌
病
院　

内
科　

佐
々
尾　

航　

医
師
）

大
事
な
血
圧
が
あ
る
の
で
す
。そ

れ
が「
病
院
で
の
血
圧
」と「
自
宅

で
の
血
圧
」で
す
。自
宅
で
は
大

丈
夫
だ
け
ど
、病
院
で
は
血
圧
が

高
い
人
は
、医
師
が「
ど
う
し
た

の
？
」と
心
配
し
ま
す
。逆
に
病

院
で
正
常
で
、自
宅
で
高
い
人
は
、

自
宅
で
の
血
圧
は
わ

か
り
ま
せ
ん
か
ら「
大

丈
夫
そ
う
で
良
か
っ

た
ね
。」と
言
っ
て
帰

し
ま
す
。ど
ち
ら
が
病

気
し
や
す
い
で
し
ょ

う
？
後
者
の
方
が
病

気
の
危
険
が
は
る
か

に
高
い
の
で
す
。こ
れ

を「
仮
面
高
血
圧
」と

言
い
ま
す
。医
師
の
前

で
血
圧
は
正
常
と
い
う
仮
面
を

か
ぶ
っ
て
優
等
生
に
見
せ
て
、実

は
自
宅
で
血
圧
が
高
く
て
病
気

が
進
行
…
な
ん
て
怖
い
で
す
ね
。

　

道
立
病
院
の
血
圧
計
に
つ
い

て「
血
圧
が
高
す
ぎ
る
！
」と
言

わ
れ
ま
す
が
、血
圧
計
は
壊
れ
て

お
ら
ず
正
確
で
す
の
で
、ま
ず
は

自
宅
で
の
血
圧
が
大
丈
夫
か
、き

ち
ん
と
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
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����※予約をしないで受診する方は9時30分からの診療となります。����※コンタクトレンズの処方は行っていません。
�������ご家族の都合や介護に疲労を感じた時など一時的に患者を入院させたい場合、当病院では�������������
�����������を実施しています。医師や看護師へご相談ください。(期間は最大21日)

����������	
������� ���������	
������������������	
��
緊急性のない軽症の方は、平日の診療時間内に受診するようご協力をお願いします。(症状などで心配なことや、受診を希望される方
は、電話でご相談ください。看護師がお受けし、内容によっては 医師と相談して受診の必要性を判断させていただきます）

��������北海道立羽幌病院　� 62-6060
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先
だ
っ
て
愚
息
か
ら
「
夏
休
み
に

友
人
を
つ
れ
て
帰
郷
す
る
」
と
い
う

の
で
北
見
市
常
呂
町
に
宿
の
手
配

を
し
ま
し
た
。「
折
角
常
呂
ま
で
行

く
の
な
ら
少
し
足
を
伸
ば
し
て
知

床
も
行
こ
う
か
？
世
界
遺
産
（
自

然
）
に
指
定
さ
れ
て
い
る
し
、
友
人

も
、
喜
ぶ
の
で
は
な
い
の
か
な
」
と

伝
え
た
と
こ
ろ
、
友
人
も
傍
に
い
た

の
か
愚
息
の
声
が
「
世
界
文
化
遺
産

だ
っ
て
？
知
床
行
く
？
」
と
片
言
の

会
話
が
こ
ち
ら
の
電
話
に
入
っ
て

き
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
ゆ
と
り
教

育
」
の
賜
物
（
ゆ
と
り
の
せ
い
で
は

な
く
、
愚
息
の
本
性
か
も
知
れ
ま
せ

ん
が
・
・
・
）
か
と
愕
然
と
し
ま
し

た
。
当
時
ど
こ
に
「
ゆ
と
り
」
が

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
不
思
議

で
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
の
を
覚
え

て
い
ま
す
。
や
は
り
日
々
勉
強
、

日
々
努
力
が
大
切
と
思
い
な
お
さ

れ
ま
し
た
。（
ｋ
）

　

２
０
１
３
年
の
９
月
に

羽
幌
町
に
来
て
か
ら
、
早

い
も
の
で
も
う
す
ぐ
２
年

を
迎
え
ま
す
。
こ
の
２
年

間
は
本
当
に
あ
っ
と
い
う

間
で
し
た
。
残
す
と
こ
ろ

あ
と
1
年
と
な
り
、
今
後

ど
う
す
る
の
か
を
真
剣
に

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

取
り
組
み
と
し
て
、
ス
ズ
メ
バ

チ
ト
ラ
ッ
プ
の
設
置
を
行
な
っ

て
き
ま
し
た
。
天
売
島
で
は
ス

ズ
メ
バ
チ
が
多
く
、
刺
さ
れ
て

い
る
人
も
い
ま
す
。
万
が
一
の

時
に
は
医
療
設
備
が
十
分
で
は

な
い
と
い
う
不
安
も
あ
り
、
少

し
で
も
捕
獲
で
き
れ
ば
と
思
い

ま
し
た
。
こ
の
時
期
に
仕
掛
け

て
女
王
蜂
を
捕
獲
す
る
こ
と
で
、

夏
に
で
き
る
巣
を
減
ら
す
の
が

狙
い
で
す
。
巣
は
、
去
年
で
き

た
と
こ
ろ
に
ま
た
作
ら
れ
や
す

い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
去
年

に
巣
を
駆
除
し
た
近
く
に
設
置

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
最
初

は
捕
獲
で
き
る
か
ど
う
か
不
安

で
し
た
が
、
徐
々
に
捕
獲
で
き

る
数
も
増
え
て
い
き
、
最
終
的

に
６
月
末
ま
で
に
３
０
０
匹
程

の
ス
ズ
メ
バ
チ
を
捕
獲
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
島
内
回
覧

板
で
も
、
活
動
報
告
や
ト
ラ
ッ

プ
の
作
り
方
な
ど
を
載
せ
て
頂

き
ま
し
た
。
こ
れ
で
、
夏
か
ら

秋
に
飛
び
回
る
ハ
チ
の
数
が
減

れ
ば
大
成
功
な
の
で
す
が
、
果

た
し
て
結
果
や
い
か
に　
!?

﹇
天
売
地
区
担
当

　
　
　
　
  

宇
佐
美　

彰
規
﹈

年
に
な
り
ま
す
。
定
住
に
関
し
て
は
、

自
分
の
理
想
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
ず
に
で

き
る
と
す
ん
な
り
と
行
き
そ
う
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い

の
が
自
分
の
悪
い
と
こ
ろ
で
も
あ
り
良

い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
や

は
り
、
そ
こ
で
暮
ら
し
て
何
か
始
め
よ

う
と
考
え
る
と
、
自
分
の
こ
だ
わ
り
は

捨
て
た
く
な
い
で
す
。

　

さ
て
、
５
月
か
ら
６
月
は
、
新
し
い

�����

���

�������

　こんなに大きなスズメバ
チも捕獲できてビックリ！
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南３の５(信輔・直美)����������
けいいち

南３の６(信行・香)����������
りん

北２の２(友和・律子)�����������
かんな

栄町(龍一・歩)����������
えいと

���� ��

��������������

幸町�����������������

�����

南２の２94歳���������

栄町82歳��������

幸町102歳��������

南１の６88歳��������

南２の１96歳���������

南２の２90歳��������

天売83歳��������

緑町88歳��������

����
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